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1.　問題の所在

20世紀初頭のスウェーデンでは，救貧問題
に対する関心が高まり，救貧制度の改革が社会
的課題として認識されつつあった．例えば，
1906年 10月 4日から 6日にかけて，社会事業
中央連盟（Centralförbundet för socialt arbete 
以下 CSAと略記）1）がイニシャティヴを取り，
大規模な救貧問題をめぐる会議，いわゆる救貧
会議（fatigvårdskongressn）が開催された．参
加者 936人のうち 436人は，各地域で救貧行
政を担う自治体の救貧委員会（fattigvårds-
styrelsen）や自治体議会の代表であった．2）この
会議の議論の中で，全国で救貧のあり方の改善
を進めていくための団体であるスウェーデン救
貧連盟（Svenska fattigvårdsförbundet）の結成
が決定されたのであった．後に見るように，救
貧委員会代表は，この団体のメンバーの中核を
なすこととなる．10月 6日には規約が採択さ
れ，早くも 11月には活動が開始された．

この救貧連盟は，従来の研究の中では CSA
と一緒に扱われる場合が多く，管見の限り，単
独で対象とするものはない．しかも，設立 25
周年を記念して編集された団体史以外に活動の
全容を窺い知る文献は見当たらず，この団体へ
の関心は，救貧法改正を推進した圧力団体とし
ての側面や児童福祉との関連に集中してきたと
も思われる．3） 近年 CSAが，20世紀初頭に民
間諸力を結集し，公的救貧と民間慈善の協力関
係を推進し，社会立法の成立を促した団体とし
てスポットライトを浴びる一方，その活動から
生まれたスウェーデン救貧連盟は，それに隠れ
た日陰の存在であったといえる．とはいえ，こ
の団体は，後に見るように，1918年の救貧法
改正の実現に大きな役割を果たしたことに留ま
らず，救貧施設などのハードな面から，行政の
運営方法や人材育成といったソフトな面に至る
まで救貧行政の殆どあらゆる領域での改革を全
国各地で主導した．また，救貧連盟は，救貧会
議の議題の一つが社会保険であったように，公
的救貧制度のみでなくそれを基礎とするセーフ
ティネットの枠組みを社会の中に整備していく
ことも課題として成立した．さらに救貧連盟
は，救貧法改正を実現した後は，次第に児童福
祉に活動の重点を移動させ，25年にスウェー
デン救貧および児童福祉連盟（Svenska fat-
tigvårds- och barnavårdsförbundet）と改名さ
れて新たな出発を迎えることとなる．スウェー
デン救貧連盟の諸活動は，救貧から様々な社会
福祉の分野が分立してくる時期にあって，そう
したプロセスを推進したのである．それゆえ，
このような諸活動の歴史的意義を明らかにする
には，まずその展開過程に沿って全体像を明ら
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かにする必要があろう．そこで本稿の構成は以
下の様になる．
第 2節では，議論の前提として，スウェー

デン救貧連盟が成立した歴史的背景について述
べておくこととする．第 3節では，それを契
機として救貧連盟が成立した 1906年の救貧会
議での議論や，その会議を主催した CSAの救
貧問題調査委員会が発行したパンフレットや最
終報告書などから，救貧連盟が如何なる課題を
もって設立されたのかを検討することとした
い．第 4節では，救貧連盟がどのような性格
を持った組織であり，第 3節で見た課題を実
現するために，1918年の救貧法改正までどの
ように活動を展開していったのかを概観するこ
ととする．次に第 5節では，救貧法改正をめ
ぐる救貧連盟の動きを追い，第 6節では，救
貧法改正後からどのようにして 1925年の改組
に至ったのかを辿ることとしたい．
以上のようにして，1906年の成立から 25年
の改組まで救貧連盟が繰り広げた諸活動全体を
視野に収め，それをスウェーデンにおける近代
的な社会保障体系の生成過程の中に位置づけ，
救貧連盟の歴史的役割を明らかにすることを試
みることが本稿の課題となる．

2.　救貧連盟成立の背景と組織的性格

まず，救貧連盟が成立した背景として，以下
の 3つの事柄について簡単に述べておきたい．
第一に，1862年の地方自治体改革である．20
世紀初頭の時点で，救貧行政の担い手は地方自
治体4）であった．救貧行政の問題と地域行政の
問題は，行論で見るように，密接に関わりあっ
ていたのである．第二に，成立した救貧連盟が
まず直面したのは，1871年の救貧法や 85年の
浮浪者法（lag om lösdriveri）などからなる貧民
を対象とする法体系であった．救貧連盟は，後
に見るように，この法体系の抜本的な改革を目
指すこととなる．そこで，こうした法体系が如
何に形成され，どのような性格をもっていたの
かをごく簡単に見ておきたい．第三に，19世

紀を通じた近代化・工業化過程の進展の中で，
いわゆる「社会問題」が生じたのであるが，そ
れへの対応の一つが，様々な福祉供給諸主体の
組織化であった．救貧連盟は CSAの活動の結
果成立したのであり，CSAの生成は，それま
での市民社会におけるそうした組織化の到達点
として理解できるのである．それゆえ，20世
紀初頭までの福祉供給諸主体の組織化の動きを
概観しておくこととする．

1）地方自治体改革
1862年の地方自治体改革は，それまで地域
行政の末端を担ってきた教区（socken）にかわ
り，新たに地方自治体（コミューン）を設け，
それに対して教会の役割を初等学校（folk-
skolan）や教会財産の維持管理などに限定した
地方自治体行政の世俗化とひとまず捉えうる．
しかし，それは，身分制度改革，議会制度改
革，営業の自由などと結びついたスウェーデン
における近代化過程の重要な通過点であった．
後発資本主義国スウェーデンにおける封建

制・身分制的秩序の解体は，市民革命と見なせ
るような大きな政治的変革を経ず，漸進的な過
程を辿った．1809年に啓蒙絶対王政が政変に
より崩壊し，立憲体制が成立したが，なお，四
身分（貴族・僧・市民［都市民］・農民）制議会
は存続し，身分制的秩序は残った．貴族の支配
する土地の割合は，例えば三十年戦争の時期に
比して著しく減少し，貴族の土地・官職保有の
特権は，1789年とこの政変を契機とする 1809
年から翌年にかけての法令により殆ど否定され
た．しかし，ギルドが廃止されるのは 1846年
のことであり，なお存続した営業規制を撤廃し
て営業の自由令（Näringsfrihetsförordning）が
制定されるのは 1864年のことであった．そし
て 1866年にようやく身分制議会が廃止されて
二院制議会が導入されたのである．5）

このような身分制的秩序の解体を導いた背景
として，18世紀後半以降の大きな社会変動が
存在した．スウェーデンでは，18世紀後半か
ら農村ではエンクロージャーが展開し，開墾が
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進み，農業技術も大きく発展した．こうした状
況は，農業革命と呼ばれる．他方では，重商主
義政策の下でのマニュファクチャー設立の動き
とは別に，農村では，麻織物や毛織物といった
繊維・織物業，金属加工業，木材加工業などの
産業も勃興した．いわゆるプロト工業の繁栄が
見られたわけである．6）

こうした農業革命やプロト工業化の進展は，
市場経済の発展を促し，一方では集権的国家機
構の成立も加わって，いわゆる中間層（me-
delklass）の生成をもたらした．既に 18世紀に
おいて，貴族には属さないが通常の農民や都市
民よりも上位に位置づけられる ”ofrälse stånds-
personer”と呼ばれる階層が形成されてくる．
彼らは，爵位を持たぬ官僚・軍人，マニュファ
クチャー主，大商人，大農などからなり，その
利害が四身分制に基づく議会や都市・農村の地
方議会にうまく代表されないこともあり，次第
に身分制的秩序に反対するようになった．ま
た，彼らを主な担い手として，身分や性の区別
によらない個人の団結である自発的結社（asso-
ciation）が叢生した．こうして四つの身分の狭
間に生成した “ofrälse ståndspersoner”が独自
な階層としてのアイデンティティを強めていっ
た結果，中間層が成立した．このようにして生
まれた中間層は，身分的秩序を解体させる役割
を担うこととなる．7）

1809年の政変以後は，立憲君主制への移行
に伴い，出版の自由（tryckfrihet）が憲法で保
障されるようになると，多くの新聞や雑誌が創
刊され，読書サークルの隆盛がもたらされた．
このようにして自発的結社での自由な議論の展
開が新しいメディアである新聞・雑誌によって
媒介され，議論の場は社会的に拡大していっ
た．こうして 19世紀前半に，スウェーデンに
おいても，いわゆる市民的公共性の成立が指摘
されることとなる．そして，中間層を主な担い
手とした自発的結社の展開を背景として，
1830年代に自由主義勢力の勃興が見られた．
閉鎖的身分団体（korporation）を構成単位とす
る身分制的秩序に反旗を翻し，身分的特権の廃

止や営業の自由を求める，自由主義体制批判派
（liberala oppositionen）と呼ばれる政治勢力の
台頭が見られたのである．8）

地方自治体改革も，議会改革，営業の自由，
身分的特権の廃止といった課題と結びついてい
た．営業の自由は，都市民の商工業の独占と
いった経済的特権の廃棄のみに関わっていたの
ではない．都市では，ギルド制に基づきギルド
のメンバーである都市民（商人や手工業者）が
市政を掌握していた．営業の自由は，こうした
都市の都市民支配の打破を意味していた．農村
（教区）においても，農業革命やプロト工業化
の進展により住民の中に農民以外の中間層や農
村下層民が増大していたのだが，自治組織の運
営は，農民身分をもつ自己所有農民によって独
占されていた．これらの階層は，地方自治への
参政権が身分制議会（農民院・都市民院）の参
政権につながっていたので，地方政治のみでな
く中央政治の場からも排除されていたこととな
る．身分制的秩序の打破には，議会改革による
国政レベルでの改革では不十分で，地方自治体
における改革を必要としたのである．そのこと
は，特に聖職者（教区牧師）が教区で形式的に
も実質的にも政治的・社会的指導者の地位を与
えられていたことにも当てはまる．このような
地域での聖職者の地位が身分制議会における聖
職者院の権威を支えていたのであり，地域での
聖職者の影響力の削減は，聖職者院の解体に不
可欠と考えられていたのである．9）

また，地方自治体改革を行い，地方自治を確
立するという課題は，個人の自由や自律性を国
家の官僚制的・集権的支配から守り，確立する
という意味も持っていた．16世紀にスウェー
デンがカルマル同盟から独立し近代的な領域国
家の建設を開始して以降，中世における伝統的
な地方自治の組織は，王権の台頭の前に実態を
失っていた．かつて独自な法体系を備えた民衆
自治の地域単位であった邦（land）は消滅し，
国家の地方行政単位である県（län）に代替され
た．民衆が集まり合議する最高議決機関であっ
た邦議会（landsting）もそれに伴い消え失せ
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た．かつて教区を舞台とした民衆自治の地域的
な結節点であった郡（härad）も国家の行政機
関に転換され，農民院の選出母体としてその名
残を留めた．教区が，古ゲルマン以来の民衆自
治の場として残されたが，都市と同様に，国家
の支配体制に閉鎖的身分団体（korporation）と
して組み入れられ，その規制を受けた．教区
は，宗教改革後の教会組織を支配機構に組み込
んだ「信教国家」体制の下で，地方行政の末端
として位置づけられることとなる．それゆえ，
19世紀初頭の時点では，都市自治体，農村の
教区が，国家行政と民衆自治の交錯する場で
あった．10）

他方，中間層の勃興につながった 18世紀以
来の社会変動は，下層民，特に農村下層民の増
大をももたらしていた．村落共同体などによる
従来の社会的規制が機能しなくなる中で，貧困
が蔓延したのみでなく社会不安も増大した．い
わゆる大衆貧困状況（pauperism）である．こ
うした下層民の増大に危機意識を抱いた政府
は，1837年に救貧問題検討委員会（fattigvårds-
kommittén）を選任し，その対策を講じさせ
た．委員会は，救貧法の制定の他に，医療の改
善，アルコール濫用の取り締まりなど様々な方
策を提案したが，特に教育の必要性を強調し
た．民衆教育こそが，貧困防止のみならず，下
層民を社会秩序の中に取り込むために不可欠な
手段として位置づけられたのである．この提案
は，1842年 の 初 等 義 務 教 育 法（folks-
kolestadgan）や 47年 の 救 貧 法（fattigvårds-
förordningen）制定につながっていく．11）

そして，このように救貧に加え，（初等）教
育さらには保健などが，18世紀末以来の社会
変動に伴って生じた諸問題への対応のため，地
方自治体が担うべき任務として認識されてくる
こととなる．例えば，初等義務教育法では，各
教区が小学校（folkskola）を設立することを義
務づけた．他方では，従来の身分制に基づいて
いては新たな状勢の中で立ち行かなくなると考
えられるようになった．12）　こうして 1843年に新
教区自治法（lag om ny sockensjälvstyrelse- och 

prästvalsförfattning）が成立した．教区会議
（sockenstämma）は，自治の中心として位置づ
けられ，それへの参政権は土地所有のみでなく
納税額により定められ，土地所有農民のみでは
なく，借地農，手工業者や様々な種類の営業を
営む者にも開放された．また，救貧，（初等）
教育，保健，消防，道路保全等々と多岐にわた
る教区会議が扱う課題が定められた．これに対
し，教会評議会（kyrkoråd）の扱う領域は，教
会秩序など宗教と道徳に関することのみに限定
された．とはいえ，教区牧師は，なお，教区会
議でも教会評議会でも議長の地位を約束され，
双方を指導する役割を維持することとなる．教
区会議の下に置かれることとなった初等教育を
担当する学校委員会（skolstyrelse）でも教区牧
師は委員長であり，初等教育は国教会が管轄す
る領域であることが確認された．13）

以上のように，1840年代に制定された初等
義務教育法，新教区自治法，救貧法は，18世
紀末以来の社会変動に伴って生じた新たな課題
に対し，地方自治を確立していくことで対応す
るための一連の諸改革であった．次に問題と
なったのは，教区や都市の上位に位置づけられ
る地方自治の単位の問題であった．国家対民衆
自治の対抗図式において，中央からの集権的国
家権力の行使や官僚制支配から個人の自由や自
律性を確保するのに，教区や都市を単位とした
地方自治のみでは不十分であると考えられた．
それゆえ，かつての邦や郡に相当するものをど
のように構築するかという問題が浮上したので
ある．1850年代に入り，この問題は議会で本
格的に検討されることとなった．そして最終的
に，ランスティング（landsting）という国家の
地方行政単位である県の範囲に対応する地方自
治の単位を新たに構築する方針にまとまってい
く．さらに 50年代後半に身分制議会廃止がも
はや不可避となる情勢となる中で，地方自治体
改革も最終的な局面を迎えることとなった．こ
うして議会改革の実現を見こして実現したの
が，1862年の地方自治体改革であった．14）

この改革により，教区は農村コミューン
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（landskommun）となり，教区会議はコミュー
ン議会（kommunalstämma）に置き換えられ
た．コミューン議会の議長は，もはや無条件に
教区牧師が就任することはなくなり，議会内部
で選ばれることとなった．また，コミューン
は，広く「（当該地域）共通の秩序および人々の
生活に関わること（gemmensamma ordnings- 
och hushållningsangelägenhet）」を扱うことと
なる．都市でも，教会が扱う領域は限定される
一方，人口 3,000人以上の都市では市議会
（stadsfullmäktige），それ以下の人口の都市で
は有権者代表会議（allmän rådstuga）が最高決
定機関として置かれることとなった．都市ある
いは農村においても，身分制は打破され，コ
ミューン議会および市議会の選挙権は，納税額
（所得と財産）を基準として制限され，等級化
された．税を納める限り，法人も選挙権を持つ
こととなる．15）

こうして地域共通の秩序および人々の生活に関
わる幅広い領域に責任をもつようになった地方自
治体は，その費用を捻出するために，収支に応じ
て独自に課税する権利を与えられた．また，その
決定に関して，法律に違反する場合や権利を逸
脱する場合を除いて，政府や県知事（landshöv-
ding）は不服申し立てに応じない原則となった．
ここに地方自治（kommunal självstyrelse）が確立
することとなる．16）　さらに，県を単位として，
コミューンおよび都市から議員が選出される地
方自治組織としてランスティングも成立し，地
域における経済，交通，保健，教育，秩序や安
全などの領域を扱うこととなった．なお，ラン
スティングは，66年の議会改革により，上院
にあたる第一院の議員選出母体となった．17）

このような自治体改革は，自由主義者にとっ
ては，封建的・身分制的秩序を解体し，国家の
官僚制的支配を克服する目標に到達する上での
大きな前進と見なされた．また，地方自治は，
市民的責任感情と自立的な政治的判断を涵養す
る場と捉えられた．これに対し，旧来の体制を
擁護する保守主義の側でも，自治体改革は，国
家の行政負担を減らすという脈絡で受容されえ

た．また，国家の地方に対する統制はなお有効
であり，中央権力の地位を弱めるものでもない
とも考えられた．例えば，ランスティングの議
長は県によって選ばれ，ランスティングの決定
は，法律上，県の決定に従属するものであっ
た．教区牧師も，救貧や教育行政の指導者とし
て，なお地域政治に隠然たる力を持ち続けてい
た．教会評議会に代わる教会会議（kyrkostäm-
ma）の管轄には，教会関連事項とともに，初
等教育が残されたのであり，教区牧師は，地方
自治体で救貧行政をつかさどる救貧委員会でも
中心的なメンバーであり続けることが普通で
あった．18）

他方，地方自治の確立は，地域に生ずる様々
な課題に各地方自治体がそれぞれ取り組まざる
を得ないことを意味した．当面それは，国家の
助力もあてにできず，自治体相互間の協力も欠
如した状態での取り組みとなる．救貧連盟の成
立は，このような自治体相互が救貧問題解決に
向けて協力していく必要性を背景にしていたと
考えられる．

2）救貧法と浮浪者法
モントゴメリィの社会政策史の古典的な研究

によれば，17世紀以来，スウェーデンでは，2
つの法的枠組みによって貧民への対応がなされ
てきた．すなわち，公的な救貧と，奉公強制や
無保護者取り締まりを定めた家父長制的雇用関
係法である．19）

宗教改革以後，主に教会（教区）がその住民
である貧民の救済に責任を持つとされてきた．
カルマル同盟からの独立を経て，スウェーデン
の集権的国家形成は，教会との協力関係の下に
進められた．それゆえ，教会の権限や義務を定
めた教会法などで，教区は，行政の末端を担う
存在として，貧民救済の役割を定められたので
ある．とはいえ，国家も独自な収容施設（la-
sarett, hospital）を運営し，国家も貧民を救済
する役割を担っていた．概して，どのような貧
民を誰がどのように救済するのかは不明確なま
まであった．それゆえ，救済は，権利に基づく
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のではなく，時と場所により恣意的に行われて
いたのである．20）

1763年の法令（förordningen om hospital- och 
barnhusinrättningarna）は，教区の貧民の救済
責任を明確にしようとした．そして，教区にお
ける救貧の財政的基盤を拡充するために，費用
を教区住民への一律の課税によって賄うことを
定めた．しかし，まもなく課税に対する反対が
強まり，その規定が廃止され，教区は再び救貧
費用の調達方法を独自に決定しうるようにな
る．また，88年の法令により，他教区からの
住民の移住は教区会議での承認を必要とし，そ
こで救済を受けるには税登録（mantals-
skrivning）していることが前提条件となった．
市場経済の発展は人口の移動性を高めていた
が，そうした状況の中で，各教区は，貧民の流
入による救貧負担の増大を回避することを望ん
だのである．21）

他方，17世紀以来，たびたび家父長制的雇
用関係の法令（tjänstehjonsstadgar）によって奉
公強制が定められ，無保護者取り締まりが実施
された．22）　雇用関係および家族関係から離れ，
定住せず放浪する者を無保護（försvarslös）の
状態にある者として取り締まり，強制労働や兵
役を課すことにより，雇用関係や世帯における
家父長制的な秩序を維持しようとしたのであ
る．しかし，市場経済の発展につれ雇用関係は
多様化し，労働力の移動性は高まった．例え
ば，プロト工業や農業における一時的・季節的
雇用の形態の普及により，雇用関係にあるから
といって家父長制的なコントロールが十分には
及ばなくなっていったのである．23）

概して教区の救貧行政は未整備であり，財政
基盤も脆弱であった．それゆえ，十分な救済な
どはできなかった．例えば，1734年の法令は
救貧施設（fattighus）を各教区に設けることを
定めたが，そのような施設は，19世紀に至っ
ても都市の一部を除いては存在しなかった．そ
のため，しばしば取られた救済の形態が，「競
売（bortauktionering）」や「た ら い 回 し（ro-
tegång）」であった．「競売」は，最も安い費用

を提示した者に教区が貧民の扶養を委託する制
度である．小作人などの貧農が身銭欲しさに身
寄りのない貧民を引き取ることが多く，待遇は
極めて劣悪であった．「たらい回し」は，教区
をいくつかに区分した地区（rote）において，
各世帯に持ち回りで貧民の世話を担わせる制度
であった．それでもすべての貧民に対応するこ
とはできず，乞食をするのを容認しなくてはな
らないことがめずらしくなかったのである．24）

そこに大衆貧困状況が訪れた．農業革命やプ
ロト工業化の進展は，貧民を生み出すのみでは
なく，閉鎖的身分団体など旧来のセーフティ
ネットの枠組を動揺させ，貧困問題を深刻化さ
せた．こうした状況に対し，1833年には，無
保護者と見なしうる対象が拡大され，その取り
締まりが強化された．しかし，貧民の移動性は
さらに高まり，教区間で貧民を押しつけあう争
いが頻発した．そこで国家は，先に見たよう
に，37年に救貧調査委員会を設置することと
なる．
こうして 47年に救貧法が成立するのである
が，それは，ヨーロッパ全体に恐慌が襲い，二
月革命を前にした不穏な気配が漂う中でのこと
であった．25）　この救貧法は，労働能力に欠ける
者，その他自活できない者に救済を受ける権利
を与えると同時に，救済主体として教区の役割
を定めたものである．貧民には，救済の決定に
対する不服申し立て権も与えられる一方，乞食
をすることは禁止された．また，救貧費用を調
達するための規定も定められた．この法律によ
り，救済権の規定による貧民に対する全国一律
の対応とそれを実質化するための救貧財政の拡
充が図られたといえよう．しかし，各教区が流
入する貧民に対し拒否権を行使することを否定
されたことなどに不満が増大し，53年に救貧
法は改正されることとなる．この改正により，
教区が救済の義務を負うのは税登録をした者で
あることが確認され，転入拒否権も復活した．
しかし，改正によっても，なおどの貧民をどの
ように扱うのか救済方法やその内容についての
規定はなく，それについては地域の判断に任さ
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れることとなった．26）

1850年代になると，二月革命期の社会不安
は沈静化した．また，先進西欧諸国における工
業化・都市化の進行は，鉄や木材などの豊富な
天然資源を利用できたスウェーデンの製鉄業や
製材業にとって，格好な輸出市場をもたらし
た．これらの産業の勃興に加えて，鉄道建設が
国家によって促進されるようになり，労働力需
要は高まった．こうして貧困問題は後景に退く
こととなる．家父長制的雇用関係法は，64年
に営業の自由が成立し，労働契約の自由の原則
が普及する中で適用範囲を狭めていった．無保
護者の規定は，1885年の浮浪者法（lag om lös-
driveri）の成立によって廃された．これにより
貧困あるいは職のないことのみを理由に個人の
自由を奪うことはなくなった．しかしなお，こ
の法律により，一定の手続きを踏んだ上でだ
が，「職のない，職を探そうとしない者」を浮
浪者として取り締まることは可能であった．そ
のため，ストライキや労働組合運動の規制に利
用されることとなった．27）　しかも，ストライキ
をする労働者のみならず，失業者などにもこの
法律は適用されえた．それゆえ，無保護者とい
う規定はなくなったものの，定職のない様々な
カテゴリーの者を浮浪者として一括りにして非
人道的な扱いをする問題は残っていた．
一方，60年代末には，凶作の上に国際的な
景気後退が重なり，再び貧困が大きな社会問題
となっていった．その端的な現れは，アメリカ
への大量の移民であった．救貧受給者はうなぎ
のぼりとなり，多くの地域がこれ以上の救貧負
担に耐えられなくなった．こうして，救済対象
の制限や，自治体の救貧受給に関する決定に対
する不服申し立て権の撤廃が議会で問題にされ
るようになる．
その結果，1871年に新しい救貧法が制定さ
れることとなった．必ず救済せねばならぬ対象
は，1847年の救貧法では「労働能力をもって
もその他の手段でも自身の生活を維持しえない
者」（§1）となっていたのに対し，年少者・高
齢者・心身の病を患った者，障害者など労働能

力を欠き，しかも頼るべき係累のいない者に限
定されることとなった（§1, §3）．それ以外の者
を救済することは，地域の判断に任せられた
（§2）．例えば，夫を失った未亡人や子沢山の
家族，失業者などは本来的な救済の対象ではな
いのである．その一方で，47年の救貧法で保
障された貧民の不服申し立て権（§22）は，地
域自治の名の下に廃止されることとなる．28）　後
に見るように，救貧連盟がこの 1871年法で問
題にしたことの一つは，このように貧民の救済
権が不確かなものとなり，かつ制限されたこと
であった．しかも地域自治の尊重は，地域に
よって救済のあり方がバラバラであることを
チェックし難くした．貧民は，地域によっては
救済されることもされないこともありえたので
ある．
なお 1871年の救貧法に限らず，これまでの
救貧を規定する法律すべてに妥当することであ
るが，救貧を受ける者は，救貧当局の後見権
（målsmansrätt）・家父長権（husbonderätt）の
下に入り，その指示に従わなければならなかっ
た．救貧を受けるやいなや，一人前の市民とし
ての権利や自由をはく奪されたのである．29）　後
に見るように，救貧連盟は，救済を受ける権利
を問題にすると同時に，このような救貧受給者
の社会的地位の見直しにも目を向けることとな
る．

3）福祉供給諸主体の組織化
スウェーデンにおいて民間慈善団体が本格的

に成立し始めたのが 1810年代頃のことである
と言われている．先に見たように，19世紀前
半には，スウェーデンでも大衆貧困状況が生
じ，世紀半ばには，二月革命の影響もあって，
社会不安が高まっていた．そうした中で，次々
と民間慈善団体が設立されるようになった．し
かも，それらの団体は，眼前の貧民に場当たり
的に施しを行う喜捨（allmosa）を批判し，貧民
の経済的自立化を長期的視点から実現しようと
する傾向をもっていたと指摘されている．喜捨
は，むしろ貧民を再生産・増殖させるとの考え
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である．1819年にストックホルムで設立され
た婦人聖書協会（Fruntimmers Bibel-Sällskap）
は，そうした初期の民間慈善団体を代表する存
在であった．それらはまた，身分制的社会秩序
の解体を促した中間層の勃興や自発的団体の叢
生といった現象の一環としても捉えられた．30）

こうした民間慈善団体は，概して公的救貧と
密接な関係を持ち，相互協力を追及していた．
例えば，1840年代に各地に婦人保護協会
（fruntimmers-skyddsförening）が，国教会の組
織と深く結びつきつつ設立された．ストックホ
ルムの婦人保護協会は，執行部に市の高官や救
貧行政の担い手がいて組織の中核を占めてい
た．規約では，公的救貧を補完することを設立
目的の一つとし，救貧委員会の下で貧民の調査
や監督にあたる貧民監督員（ordningsman）の業
務をメンバー（女性）が手助けをすることとな
る．このようなボランティアを動員して成立し
た救貧のシステムは，いわゆるエルバーフェル
ト的な救貧制度として位置づけられている．31）

さらに民間慈善団体間の協力関係も模索され
た．1866年，ストックホルムでは，各教区に
存在していた婦人保護協会が合併し，ストック
ホルム一般保護協会（Stockholms allmänna 
skyddsförening）が結成された．この団体は，
ストックホルムの救貧行政の中心人物が設立の
イニシャティヴを取った団体で，民間慈善団体
と公的救貧の協力関係を推進することを目的と
していたが，さらに他の民間慈善団体と，貧民
に関する情報を集め，相互にそれを救済活動の
ために利用することを通じて協力関係を進展さ
せることも目指していた．しかし，活動は進展
せず，成果を収めることはできなかった．32）

スウェーデンは，1870年代に工業化の本格
的展開を迎えたと言われる．1879年に初めて
大規模な労働争議が，スンズバル（Sundsvall）
で起こり，80年代に入ると社会民主主義労働
運動が勃興し，労働者の組織化が進展した．
80年代末に深刻な不況を迎えると，失業者が
増大し，貧困問題は悪化した．19世紀の末以
降，社会問題は労働者問題の性格を強めてい

く．33）

こうした中で 1889年に，イギリスの慈善組
織化協会（Charity Organisation Society）の影
響を受け，ストックホルムに慈善調整協会
（Föreningen för välgörenhetens ordnande 以下
FVOと略記）が設立された．この団体は，国
教会との結びつきが強かった一般保護協会と異
なり，政治的・宗教的な中立を掲げ，貧困の原
因を探求したうえで適切な対応をすることで貧
民の自立化を推進することを課題とした．その
下で，民間慈善団体相互間，民間慈善と公的救
貧との間の協力関係が大きな進展を見せること
となる．34）

FVOが重視したのが，貧民が様々な慈善団
体を渡り歩き，あるいは公的救貧も受給して，
重複して救済を得るようなケースが多々ある一
方で，勤勉であるのに貧困に苦しむ者が何の救
済も得られずに取り残される者が存在すること
であった．限られた資源を救済のニーズに効率
的に配分し，最も有効に活用するためには，慈
善の調整，すなわち，民間慈善団体間および民
間慈善と公的救貧の間の協力が不可欠であっ
た．そのような観点から見て FVOの諸活動の
中でも特に注目すべきなのが，1911年の登録
事務所の設立であった．これは，そうした慈善
の調整が進展してきたことを背景に，貧民の情
報を集約して集中的に管理し，情報収集に関
わった民間慈善団体や公的救貧それぞれが自己
の活動に役立てるとともに，各貧民の最も適当
な救済をそれら福祉供給諸主体間の協力の下に
実現しようとするものである．例えば，1919–20
年度には，105団体・546基金が参加し，52,206
人分のデータを集め，相互に利用した．35）

FVOは，ストックホルムの公的救貧の改革
にも関わった．当時の市の救貧行政は，教区相
互の連絡が不十分なまま，教区がそれぞれの基
準に従ってバラバラに行っていた．それゆえ，
人的資源の不足と相俟って，救済のニーズが
増大する中で，その非効率性がますます深刻な
問題であると認識されていた．そこで 1899年
に設置されたのが救貧監督官（fattigvårds-
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inspektör）である．救貧監督官は，市全体の
救貧行政を管轄し，行政における統一性・整合
性を実現する役割を負った．この救貧監督官の
設立を主導したのが，市政にも大きな影響力を
もっていた FVOの指導層であり，最初にこの
ポストに就いたのが，FVOの創設メンバーの
一人であったリンドブロム（Albin Lindblom）
であった．FVOにとって，登録事務所は，民
間慈善団体間およびそれらと公的救貧の間の協
力関係を一層進めていくための基盤となるも
のであり，救貧監督官は，公的救貧行政内の統
一化・効率化を推進して，そうした協力関係を
公的救貧の側から支える制度であった．36）

このような慈善の調整を目指す FVOの活動
にも影響され，19世紀末から 20世紀初頭にか
けて様々な都市でも同様の団体が設立された．
また，FVOは，その活動を展開する中で，貧
困が社会構造全体に関わる問題であるとの認識
を深めていく．それゆえ，貧民の情報に関わる
ことのみではなく，貧困問題そのものの理解や
情報・具体的な取り組みなどで，救済活動に関
わる他の諸団体や個人との協力関係の構築を模
索した．そうした活動の中から，1903年に
CSAが誕生することとなる．CSAは，「社会
の各階層に社会問題についての関心や知識を喚
起し，重要な社会問題の解決のための協力を実
現していくこと」を課題とした．それゆえ，扱
う問題は貧困や救貧の問題に限らず，都市問題
や農村問題，禁酒問題，労働問題など広く社会
問題全般に及ぶこととなる．37）

CSAには，ほどなく 70ほどの社会問題に取
り組む全国にわたる諸団体が加盟をし，有力な
社会事業家も個人として参加した．さらに，海
外の同様の活動を展開する諸団体などともコン
タクトを取り，情報収集・交換に努めた．そう
した情報収集・交換のセンターとして，国内外
の諸団体や個人に情報やアドヴァイスを提供す
る役割を担ったのが CSAの社会啓蒙事務所
（den sociala upplysningsbyrån）である．そこ
には，社会問題を扱う内外の書籍や雑誌などを
集めた社会図書館（det sociala biblioteket）も

併設された．CSAは，自ら様々な社会調査を
実施して社会問題の実態把握に努めた．そし
て，夥しい数の出版物を刊行し，社会問題に関
する知識の普及や社会的な関心の喚起を促し
た．中でも，政治的・宗教的中立を掲げ，さま
ざまな政治的・宗教的立場の者が参加して社会
問題を客観的・科学的に議論する場となること
を目指した雑誌『社会時報（Social tidskri�）』
や，国内で発行された社会問題関係文献の目録
（Svensk social litteratur 1882–1907, Stockholm 

1907）および社会問題の百科事典ともいえる
『社会ハンドブック』（Social handbok, Stock-
holm 1908）の刊行が注目される．38）

さらに，CSAは，特定の社会問題について，
官僚や政治家，専門家そのほか諸団体の代表を
集め，しばしば大規模な会議を開催した．
1906年の救貧会議は，その一つである．その
他，例えば，翌年には都市問題に対応する行政
のあり方をめぐって会議が開催され，19年に
は農村行政の問題が取り上げられて会議が開催
された．多くの場合，救貧会議が救貧連盟の成
立につながったように，それらの会議は，それ
ぞれの問題を扱う団体の形成の契機となった．
前者の会議の結果，イギリスの都市自治体協会
（Association of Municipal Corporation）をモ
デルとしてスウェーデン都市連盟（Svenska 
stadsförbundet），後者の会議を契機としてス
ウェーデン農村自治体連盟（Svenska lands-
kommunernas förbund）が成立した．これらの
団体は，救貧連盟を含め，政府の政策形成過程
や立法過程において，世論の喚起，レミス（法
案への意見陳述）などを通じて影響力を行使
し，政治的にも大きな役割を果たすこととな
る．39）　特に CSAの中心メンバーは，国会議員
でもあり，様々な社会立法の法案作成員会に参
加して立法過程に直接関与した．40）　CSAの関
与した立法は，20世紀初頭の社会立法の殆ど
に及ぶと言われる．さらに 1913年の社会
庁（Socialstyrelsen）や 20年の社会省（Social-
departementet）の成立にも大きな影響力を発
揮したのであり，これらの社会行政の実施機関
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の中枢を CSA出身者や関係者が占めたので
あった．41）　CSAは，それまでの民間慈善団体
主導による福祉供給諸主体の組織化の到達点で
あったばかりでなく，国家が社会問題解決への
本格的な取り組みを開始することを促す触媒の
役割を果たしたのである．
このような 19世紀末葉からの福祉供給諸主
体の組織化が急速に進展した要因として，先に
言及した工業化の進展に伴い社会問題の質が変
化してきたことに加え，民主化や移民，さらに
はノルウェーの独立などを背景に起こった国民
統合への関心の盛り上がりが考慮されねばなら
ないであろう．

1866年の議会改革により，身分制議会は廃
止され二院制議会が導入された．先に述べたよ
うな封建的身分制的秩序の克服という課題はひ
とまず達成されたといえる．しかし，身分によ
る参政権の区別は無くなったが，選挙権・被選
挙権は財産・所得により厳しく制限されてい
た．それゆえ，19世紀末から勃興した自由教
会運動，禁酒運動および社会民主主義労働運動
は，政治的意思決定から疎外された下層中間層
と労働者階級を担い手とし，メンバーを重複さ
せつつ大規模な民主化を求める大衆動員を行っ
ていった．いわゆる「国民運動（folkrörelser）」
の勃興である．スウェーデンにおいては，その
中で，下層中間層と労働者階級の社会的・文化
的交流が促進された．それゆえ，ドイツなどと
は異なり，自由主義諸勢力と社会民主主義勢力
は，共に民主化を求める協力関係を展開した．42）

20世紀初頭になると，選挙権改革が現実味
を帯びると同時に，ノルウェーの同君連合から
の脱退という問題が起こった．ノルウェー独立
は 1905年に実現されたが，このことは，ス
ウェーデンがかつてのバルト帝国として威容を
誇った名残さえも喪失したことを意味したばか
りではなく，ノルウェーという緩衝帯を失い，
周囲に帝国主義列強の脅威を直接感じる契機と
なった．このことが国家存立に対する危機意識
を促した．特に政治的民主化を求める「国民運
動」の勃興を目の前にして，体制を維持しよう

とする保守派の危機意識は大きかった．中でも
労働運動の台頭は，労働争議の増加に見られる
ように，階級対立の激化を示していた．このよ
うな政治的対立や階級対立は，国民の連帯を実
現して国家存立を全うしなければならない時に
それを妨げる重大な問題であったのである．さ
らに，19世紀末に収まっていた移民が再び急
増する事態が起こった．移民の急増は，特に若
い男性の移民が多かったため，国防や経済発展
にとって大きな損失をもたらすと予想された．
そこで，新保守主義と呼ばれる保守主義改革派
は，選挙権改革をむしろ保守主義の主導で成し
遂げ，社会問題を解決して階級対立を克服し，
経済成長をなしとげ経済立国を推進していくこ
とでこの危機的な状況を乗り越えていこうとし
た．43）

このような中で，社会問題をどのように解決
するのか，あるいは経済成長を如何に実現して
いくのか，そもそもスウェーデンとはどのよう
な国であるのか，あるいはあるべきなのかとい
う議論が，広範な階層を巻き込んで，政治的に
左右の別なく相互に展開されることとなる．そ
れは，従来の市民的公共性がブルジョワジーや
知識人層に担われていたのに対し，下層中間層
や労働者階級も巻き込んで展開することとなっ
た．その点で，こうして成立した公論の空間
は，市民的公共性の拡大とも見なせよう．例え
ば，先に触れた CSAの機関誌『社会時報』は，
政治的・宗教的中立を掲げ，自由に社会問題に
ついての議論を繰り広げるフォーラムとなるこ
とを標榜した．実際にそこには，政治的には保
守主義者から社会民主主義者までも寄稿してい
た．また，そこで注目すべきなのは，科学性の
強調である．社会問題を科学的に分析すること
が，そのように政治的・宗教的な立場を超えて
客観的に議論を交える前提と考えられたのであ
る．そしてそれを通じて，政治家，官僚，アカ
デミズムと在野の知識人や社会改良の運動家と
の交流が促進されることとなる．44）　後にみるよ
うに，このように国民的連帯の下で社会問題を
解決することや，社会問題を科学的・客観的に
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分析しようとすることは，救貧連盟の諸活動を
貫徹する一つの重要な特質となる．

3.　CSA救貧問題調査委員会から救貧連盟へ

1）CSA救貧問題調査委員会
救貧連盟結成の契機となった救貧会議は，

CSAの中に 1905年に設けられた救貧問題調査
委員会（Fattigvårdskommitté）の活動の一環と
して開催されたものであった．この委員会は，
委員長のフォン・コック（G. H. von Koch）を
中心に 4名からなり，45）　全国の救貧行政担当
者にアンケート調査を実施したほか，内外の資
料・統計の収集を行い，さらに国内のみでなく
スイス，イギリス，ドイツ，オランダ，ベル
ギーなどで現地調査を実施して，国内外の救貧
法制や行政の実態把握に努めた．この調査委員
会は，下記に見るように，その成果をテーマご
とに 20冊のパンフレットの形で公刊した．そ
の題名でもわかるように，救貧問題調査委員会
は，スウェーデンの状況を，他の北欧諸国やイ
ギリス，ドイツ，フランスなどヨーロッパの主
だった国と比較しつつ検討した．また，救貧法
や救貧制度のみでなく，社会保険など救貧予防
策や児童福祉に注目しているように，救貧問題
をより広い社会的な脈絡の中に位置づけて検討
しようとしていた．
a） Pauli, Ebba, Dansk och svensk fattigvård. 

En jämförelsen（デンマークとスウェーデ
ンの救貧．一つの比較），Stockholm 1905.
（以下，このパンフレット・シリーズ
〔skri�serie〕を引用する場合，記号として
頭に S，次にアルファベットをつけて略記
することとする．このパンフレットの場
合，［S-a］となる）

b） Norsk fattigvård（ノ ル ウ ェ ー の 救 貧），
Stockholm 1905.

c） Pauli, Ebba, Fattigvård i Sverige och Sch-
weiz（スウェーデンとスイスの救貧），
Stockholm 1905.

d） Pruli, Ebba, Det personliga i fattigvårds-

arbetet （救貧活動におけるスタッフ），
Stockholm 1905.

e） Tjänstemannasystem och vårdaresystem i 
svenska städers fattigvård（スウェーデンの
都市の救貧における職員システムとボラン
ティア・システム），Stockholm 1906.

f） Om dibarn och deras mödrar i fattigvårds-
hänseende（救貧の側面から見た乳幼児と
母親），Stockholm 1906.

g） Pettersson, Jacob, Åtgärder mot försumliga 
försörjare（扶養義務放棄者対策），Stock-
holm 1906.

h） Den tyska arbetareförsäkring （ドイツの労
働者保険），Stockholm 1906.

i） Från roten till landstingsområdet（ローテか
らランスティングまで），Stockholm 1906.

j） Fattigvårdsinspektion（救 貧 監 督 制 度），
Stockholm 1906.

k） Hermarck, G., Om hemortsrätt och gott-
görelse för fattigvård（扶助籍権と救貧の代
償について），Stockholm 1906.

l） Westberg,　Ebba, Samhällets barnavård
（社会の児童福祉），Stockholm 1906.

m） Widén, Johan, Hemortsrätten（扶助籍権），
Stockholm 1906.

n） Pauli, Ebba, Fattigvård och folkuppfostran
（救貧と民衆の教育），Stockholm 1906.

o） Koch, G. H. von, Förebyggande fattigvård å 
landsbygden（農村における救貧予防策），
Stockholm 1906.

p） Staten, kommunen och fattigvård（国 家 お
よびコミューンと救貧），Stockholm 1906.

q） Koch, G. H. von, Hem och anstalter för lös-
drifvare（浮浪者にとっての家と施設），
Stockholm 1906.

r） Montelius, Agda, Samarbete mellan of-
fentlig och enskild fattigvård（公的救貧と民
間慈善の協力），Stockholm 1907.

s） Schotte, Axel, Revision av lösdrivarelags-
ti�ningen（浮浪者法の改正について），
Stockholm 1907.
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t） Reformlinjer i svensk fattigvårdslagsti�ning 
（スウェーデン救貧法の改革方針），Stock-

holm 1907.
救貧会議は，それまでの調査結果や委員会に

よる問題状況の把握を広く全国から集まった救
貧活動に従事する者や関心をもつ者に前に提示
し，審議をする機会として開催された．
ストックホルムのブラシエホルメン（Blasie-
holmen）教会で行われ，936人にのぼる参加を
得た．救貧を管轄していた農相46）の他，内相，
教育相といった内閣の閣僚の列席を得て，厳か
な雰囲気の中で会議は開会された．議長は，国
会第二院議員でイェムトランド（Jämtland）県
の知事であったヴィデーン（Johan Widén）が
選ばれた．会議の正式名称は，「救貧および社
会保険に関するストックホルム会議（kongres-
sen för fattigvård och folkförsäkring i Stock-
holm）」であった．取り上げられた議題は，以
下の通りである．47）

①扶助籍権（hemortsrätt）の問題
②救貧と児童・少年の問題 （以上 1日目）
③農村における貧困予防策
④扶養義務放棄者に対する対策
⑤国家，コミューンと救貧
⑥救貧施設の問題 （以上 2日目）
⑦教育機関としての救貧
⑧救貧と失業
⑨社会保険
⑩公的救貧と民間慈善 （以上 3日目）
CSA救貧問題調査委員会のパンフレットは，

2つのシリーズに分けられ，m）以後が第 2シ
リーズとなる．m）～p）および r）の 5冊は，
救貧会議での講演をまとめたものである．それ
ゆえ，2つのシリーズの区分は，救貧会議以前
と以後との区分に対応している．そして t）が，
委員会での調査や議論や救貧会議での議論をま
とめた最終報告書である．この『スウェーデン
救貧法の改革方針』（以下，『改革方針』と略記）
は，調査委員会での議論の総括であったと考
えられる．成立してまもない救貧連盟は，機関
紙『スウェーデン救貧連盟時報（Svenska Fat-

tigvårdsförbundets tidskri� 以下，『連盟時報』
と略記．引用の際は SFFTと略記）』を発行す
ることになったが，そこでも『改革方針』を要
約して，救貧改革の方針としている．こうした
一連の議論の展開に，CSAの救貧問題調査委
員会から救貧連盟への課題の継承関係を見るこ
とができよう．そこで，以下では，『改革方針』
を含む調査委員会が発行したパンフレット，救
貧会議，そして『連盟時報』での議論を整理し，
救貧連盟がどのような課題を担って成立したの
かを探ってみたい．なお，下に示したのは，
『改革方針』の章別構成である．

 I. 救済を受ける権利
 II. 義務的および自発的救貧
 III. 個人の扶養義務とその放棄の帰結
 IV. 扶助籍権と実施した救貧に対する代償
 V. 救貧行政単位
 VI. 救貧委員会
 VII. 救済の諸形態
 VIII. 救貧への補助
 IX.   救貧行政当局の救貧受給者に対する権

利，および乞食について
 X. 救貧予防策
 XI. 監督と救貧の集権化
（その他 1）児童福祉立法の改正要求
（その他 2）浮浪者法の改正要求

2）救済を受ける権利
『改革方針』Iでまず救貧調査委員会が問題に
したのは，1871年救貧法の §1の救貧の対象を
扱った部分である．調査委員会は，この法律へ
の救貧法改正を求めた議論の中で，救貧とは，
そもそも「自発的で，同情やキリスト教的な愛
情（frivillighet, medlidande och kristlig kärlek）」
に基づくものであるとした議論に対し，文明国
においては，市民の権利と義務が明確に定めら
れ，市民の権利の中に最低限の生存維持（ex-
istensminimum）が含まれることに基づくので
あると主張した．また，このような考え方は，
1847年の救貧法にはあったが，71年の救貧法
によって損なわれてしまったと指摘する．救済
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の対象が狭められてしまった上に，地方自治体
の救済の決定に対する不服申し立て権も否定さ
れてしまったのである．これに対し，救済を受
ける権利は個人の国家に対する権利なのであ
り，救済の実施は，地方自治体が国家に対して
もつ義務であるとして，不服申し立て権を擁護
した．48）

このように現状では，法的に救済を受ける権
利が未確立であった．『連盟時報』での救貧法
改革の方針も，救済を受ける権利の確立を真っ
先に挙げている（SFFT 1907: 2, s.50–51）．で
は，救済を受ける権利とは，具体的にどのよう
なことを意味するのであろうか．この問題を考
えるうえで，例えば，救貧会議で取り上げられ
た救貧施設の問題（⑥）を見てみよう．
当時の救貧の形態は，大きく分けて，在宅救

済，施設収容，預け入れ（utackordering）の 3
つに区分される．そのうちの一つとして施設の
問題が取り上げられたわけである．この問題で
基調報告を行ったのは，ストックホルム市議会
議員で救貧行政でも手腕をふるったミュッレル
（Johan Müller）であった．彼は，そこで現状
を以下のように分析した．1904年の中央統計
局の救貧統計によると，全国に 4,893の救貧施
設があった．1,478の貧民院（fattighus），360
の救貧農場（fattiggård），37の労働施設（arbets-
hus），18の児童施設（barnhem），3,000の小
規模な救貧小屋（mindre fattigstugor）である．
農村の施設収容可能人数は救貧受給者総数の約
3割を，都市の場合は約 2割をカヴァーする．
救貧受給者がすべて施設に収容されるわけでは
なく，在宅のままである場合も，他の世帯に預
けられるケースも存在した．実際，施設収容さ
れた貧民は，救貧受給者総数の約 2割であり，
数字上は収容能力に不足がないように見える．
しかし，412の自治体（408農村コミューン，

4都市）に施設が存在しない．このことは，地
域的に偏りがあり，それはこれまでも問題に
なっていたように地域によっては十分な救済が
受けられないということを示していた．49）　加え
て問題なのは，施設の質である．救貧小屋は最

も古い施設の形態で，1734年の条例で各教区
に設置が求められた．言ってみれば，自治体所
有の掘立小屋に，老若男女問わず数人の貧民を
ただ押し込めたものであった．それを若干大規
模にしたものが救貧院である．当時，救貧小屋
よりも施設が整備され，清潔さや秩序も整った
ものだと見なされていた．実際，居住環境は，
相対的に良好であったと思われる．とはいえ，
大人と子供，アルコール中毒者と精神薄弱者が
同じ部屋に入れられ，病人に対しても特別な介
護はなされないという貧民小屋と同様の状況
は，なお多くの施設で見られていた．救貧農場
は，労働能力のある貧民に農作業等の労働を課
す形態で，貧民の規律化を図りつつ，施設の維
持にとっても経済的負担が軽減されるメリット
をもつ施設であった．1860年代末に設立され
はじめ，この時期急速に普及していた．元来は
デンマークに起源を持つといわれる．比較的大
規模に運営されることが多く，多数の貧民を一
か所に集中して面倒を見る点でも効率的な施設
であると考えられていた．しかし，そのコンセ
プトに示されるように，必ずしも労働可能な貧
民ばかりではなく，精神障碍者や身動きが不自
由な老人なども収容された．さらには労働可能
といっても失業者も収容されることもあった．
余りにも多種の貧民が詰め込まれることでの不
都合も生じていた．50）

このようにミュッレルは，地域によっては施
設に収容されず，十分な救済がなされていない
ということと共に，収容されてもその居住環
境・生活環境は劣悪で非人間的であることを指
摘した．ここで注目されるのが，困窮した貧民
の様々な状況に対応し，何より個人化と専門化
がなされるべきと主張したことである．51）　それ
ゆえ，救済される権利は，全国どこでも保障さ
れねばならないということでは不十分で，単に
貧民の生存を維持すればよいというわけでもな
かった．例えば，『改革方針』は，病人（精神病
者も含めて）および子供に対しては，生存維持
（underhåll）のみではなく，養育やケア（vård）
が与えられなくてはならないと主張している
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（[S-t], s.46–47）．『連盟時報』でも，「より良質
のより個人化された貧民に対する救済を保障す
ること」が目指すべきこととされた（SFFT 
1907: 2, s.49）．
この点で注目すべきなのは，救貧会議での

「教育機関としての救貧（Fattigvården som 
folkuppfostrande institution）」（⑦）というエ
ヴァ・パウリ（Eva Pauli）による講演である．
彼女は，一国の盛衰は人口や富裕さのみに規定
されるのではなく，倫理や道徳もその重要な要
因であり，その面で今日最も懸案となっている
のが連帯感情（solidaritetskänsla）の育成であ
ると指摘した．すると，救貧は，単に困窮を緩
和するばかりではなく，倫理・道徳を育成する
役割を担うべきなのである．しかし，このよう
にして救貧は世代間あるいは健常者とそうでな
い者などとの間の連帯を実現していくべき制度
であるが，現状はとてもそのように機能してい
ないのであった．例えば，老人は，住民の家の
間を「たらい回し」されたり，悲惨な救貧小屋
に収容されたりしていた．子供の乞食はめずら
しくなく，製材所などで仕事を得た子供も，劣
悪な環境で長時間働かされている．家族がいて
も，家に帰らず，道路で過ごすことが多く，栄
養失調である場合も少なくない．身寄りのない
子供は「競売」にかけられたり，救貧施設に収
容され，病人や障碍者と同じ部屋に入れられた
りしている．扶養義務放棄者は，これを取りし
まる法的規制が全く弱い中で，そのまま逃げ延
びてしまう場合も多い．それは他者ひいては社
会に対する信頼を打ち壊してしまう．52）　このよ
うにパウリは，現行の救貧制度の問題点を，連
帯感情の育成という観点から整理した．つま
り，救貧受給者もそれ以外の者も共に「市民」
としての連帯感情をもつようにならなければな
らないのであり，救貧制度は，そのための教育
機関であるべきなのである．一人一人の資質や
状況に合わせて適切に対応するためには，個人
化と専門化は，その点からいって無視できない
重要なポイントとなる．
また，救貧受給者の地位に関連して留意すべ

き議論は，『改革方針』の IXで示された，救貧
受給は社会に対する借金（債務）であるという
考えである．こうした見方は，調査委員会によ
ると，1837年の救貧委員会でも一部見られた
のであり，スイスやデンマークなどの救貧法や
制度に明確に表れているのであった．53）　これに
対し，現行救貧法の下では，救貧当局（救貧委
員会）は，成人の受給者に対しても家父長権・
後見権を行使した．これは，受給者の人格を貶
め，将来の自活を妨げるものと見なせた．調査
委員会によれば，家父長権は時代遅れなものな
のである．救貧受給が債務であれば，そのよう
な扱いは不当と見なせる（[S-t], s.100–01）．こ
うして『改革方針』では，「救貧法から家父長権
の概念をなくすこと」と「後見権は子供に対し
てのみ維持されること」が救貧法改革の方針と
して定められた（[S-t], s.105–06）．『連盟時報』
でもこの方針は受け継がれることとなる
（SFFT 1907: 02, s.53）．
とはいえ，「債務」とはいっても，返済させ

ることが本意なのではない．困窮が一時的であ
り，本来的には自活している者の場合のみであ
り，子供や自活しえない老人や障碍者などに返
済を求めるべきではないとされた．ここでも個
別に受給者の状況に合わせて個別に判断すると
いう原則が適応されるのである．しかし，もち
ろん救貧当局は，支給したものがきちんと使用
されているかどうかコントロールする権利はも
つものとされた（[S-t], s.103）．
このように，救貧受給者に対するコントロー

ルの強化が主張されるとともに，例えば，救貧
会議において，扶養義務放棄者に対して，その
扶養義務放棄により妻子が救貧受給に至った場
合は，妻子ばかりでなく扶養義務者に対して
も，救貧行政当局は家父長権を行使しうるよう
にするべきとの議論も出たように，救貧受給者
やその周辺の存在に対して，「市民」としての
平等性を強調するのみでなく，「市民」とする
ための規律の強化も併せて主張された．「教育」
の観点を打ち出したことは，このような二面性
と結びついていたと思われる．54）
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3）地域における救貧行政の問題点
（i）救済の諸形態
救貧調査委員会あるいは救貧連盟の中でたび

たび主張されたことは，救貧は，人道的（hu-
man）かつ時代に合った（tidsenlig）ものでな
ければならないということであった．後にも見
るように，救貧連盟の規約第 1条では，団体
の目的として「救貧および慈善に従事する者が
団結し，貧民支援活動の時代にあった発展のた
めに共同で活動すること」が掲げられることと
なる．これに対し，例えば，「競売」や「たらい
回し」といった救済の形態は，非人道的かつ時
代遅れを象徴した．『改革方針』では，救貧法
改革によりこれらの禁止が法により定められる
ことを要求している（[S-t], s.81）．
それでは，人道的あるいは時代に合った救貧

とはどのようなものであろうか．一つには，救
済に当たって，すべての貧民が同様な存在とし
て一律に扱われるのではなく，彼の性格や生活
様式あるいは改善の可能性に応じて最適と思わ
れる方法で実施される救貧であった．前項で見
た，救貧会議でのミュッレルやパウリの議論で
主張された個人化・専門化とは，まさにそのよ
うな時代にあった救貧のあり方であったと思わ
れる．
貧民の救済には，先に見たように，3つの形
態が存在した．施設に収容する形態，他の世帯
に預け入れる形態，そして在宅のまま金品を与
えて救済する救済である．施設収容のあり方
は，前項で見たように，救貧会議で議題となっ
た．『改革方針』では，老人から子供まであら
ゆる種類の貧民が一緒くたに入れられ，居住環
境や生活環境は概して劣悪であったような状況
に対し，施設内での道徳および良き秩序を維持
すること，病人や高齢などで身動きできなく
なった者（orkeslösa），乳飲み子を抱える女性
にはそれに相応しいケアが与えられるべきこ
と，男女は別々の建物で収容されるべきだが，
夫婦は自らの意思に反して引き裂かれるような
ことはあってはならないこと，アルコール濫用
者や精神病患者などは別の施設で収容されるべ

きであることといった方針が定められた（[S-t], 
s.83, 89）．
預け入れの形態については，調査委員会の中

では，もっぱら子供の預け入れをめぐって議論
となった．詳細は児童福祉の項で述べることと
するが，個人化・専門化との関連で若干指摘し
ておけば，救貧行政による救済の一環として預
け入れられた子供とその養育環境を地方自治体
の担当部局が監督する法律が 1902年に成立し
た．例えば，委員会では，そうした監督は救貧
当局が預け入れをした子供のみでなく，その他
の里子にも広げるべきだと議論された．このこ
とに示されるように，子供の預け入れ（里子）
の問題が，単に救貧行政の枠組において貧民の
子供という範囲で把握されるのみの問題ではな
く，子供の養育というより一般的な脈絡の中で
捉えられるべき問題だとされたことが注目され
る．55）　後に見るように，救貧と児童福祉の分離
が課題とされることとなるのである．
在宅での救済も，個人化・専門化という観点

から改革が志向された．必ずしも在宅での救済
のみに関わることではないが，19世紀末から
救貧会議が開催された 20世紀初頭にかけて，
スウェーデンでは都市を中心に救貧制度の改革
が進行していた．それは，1880年代の不況に
より救貧負担が各地で増大したことが背景に
あった．貧困問題への対処の中で，救済は，真
に必要とする者にのみ与えられねばならないと
か，最も適当な形で救済は与えられなければな
らないとか，与えられた援助が適切に使われて
いるかコントロールするべきであるなどといっ
た要求が高まった．また，それらの要求は，救
済は，限られた資源を最大限有効に活用し，貧
民の経済的自立を促すように与えられるべきだ
との考えに支えられていた．それゆえ，改革は
救貧支出の節約の要求にも支えられていた．56）

救貧調査委員会の中では，これら進行中の改
革は，パンフレット e） で示されるように，大
きくいって 2つの類型に区分されると議論さ
れていた．すなわち，教育を受けた有給の職員
がフルタイムで従事する職員システム（tjänste-
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mannasystem）と貧民のケアをボランティアが
担うボランティア・システム（vårdaresystem）
である．
職員システムとは，イギリスの救貧制度に代

表される．1834年の救貧法により，イギリス
の救貧行政は集権化され，中央に救貧法委員会
が設立され，救貧行政の単位は教区ではなく教
区連合となった．それぞれの教区連合には保護
委員会（boards of guardians）が置かれ，救貧
法委員会の指揮・監督の下，地域での救貧行政
を担うこととなる．そして，保護委員会の下
で，救済の決定にあたって貧民の調査を行い，
救貧行政の現場を担っているのが有給の職員
（clerk, relieving o�cer）なのであり，中央の救
貧法委員会と地域の保護委員会の間を媒介し，
全国一様の救貧行政を実現していくための実質
的な役割を果たしているのも官僚であった．こ
のシステムは，担い手である有給の職員はそれ
なりの専門知識をもった者であり，法規定に基
づき行政を実施するため，恣意的な救済が行わ
れることを回避できることにメリットがあっ
た．例えば，眼前の貧民に場当たり的に施しを
与え，その自立を妨げることはなくなるのであ
る（[S-e], s.14）．
スウェーデンでの職員システムの導入を代表

する例は，ストックホルムである．ストックホ
ルムは，1890年代には 8つの教区からなって
いた．市の救貧行政を担う機関は存在したが，
実際には，それぞれの教区の救貧委員会が取り
仕切っていた．そのため，教区間に救済に関し
ての統一的・整合的な基準が欠如していた．そ
うした状況を克服するため，1898年に設置さ
れたのが救貧監督官（fattigvårdsinspektör）で
ある．各教区の救貧行政（在宅救済）を監督す
るのみでなく，施設収容についても差配した．
また，ストックホルムでは，救済にあたっての
貧民の状況調査は，1878年より有給の戸籍管
理員（roteman）によって行われてきたが，こ
の戸籍管理員を統括する役割も持った（[S-e], 
s.8–11）．
これに対して，ボランティア・システムと

は，ドイツのエルバ―フェルト・システムを典
型とする類型である．市をいくつかの地域に区
分し，それぞれの地域の責任者の下に多数のボ
ランティアが動員され，救済の決定にあたって
の調査や救済が与えられた後の貧民の監督など
を担う体制である．ボランティアは，救済の決
定に強い影響力を及ぼし，決定権をもっていた
時期も存在した．その意味では，分権的な救貧
制度といえよう．ボランティアは，少数の案件
しか担当せず，そのため頻繁に貧民を訪問する
ことできた．それゆえ，貧民の状況を詳細に把
握することができ，行き届いた調査・監督を実
施できた．また，貧民との間に信頼関係を築く
ことも可能であった．貧民の性格や個別の状況
に応じて最も的確な救済の形態を提供でき，そ
の自立を見守ることができるのである（[S-e], 
s.24）．
スウェーデンでも，このシステムを導入する

ところが多かった．例えば，スンズバル
（Sundsvall）では，1896年に導入された．それ
まで，市は 6つの地区に区分され，それぞれ
に無給の地区長 1名と助手 2名が置かれ，貧
民の調査や監督といった地区の救貧行政を任せ
られていた．しかし，対象とする貧民の数が多
く，十分な調査や監督はできなかった．そこ
で，市を改めて 10の地区に分割しなおし，そ
れぞれに地区担当者とボランティアからなる体
制が整備された．ボランティアは，おのおの救
貧受給者 4人ほどを割り当てられ，貧民の状
況を日常的に把握することを期待された
（[S-e], s.16）．
調査委員会によれば，こうした 2つのシス

テムは，それぞれメリット・デメリットを持っ
ていた．職員システムは，現場を担う職員が専
門知識を持ち，ある基準にしたがって一様に救
貧行政を実施することが可能である．しかし，
概して職員は 1人で数百人といった余りにも
多数の貧民を対象とせねばならず，形式的に問
題を処理する以上のことはできない状況にあっ
た．これに対し，ボランティア・システムは，
ボランティアと貧民との密接な関係を通じて貧
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困の状況や原因をよく知ることができる．それ
ゆえ，それぞれの特有な状況に応じて適切な対
応を施すことが可能となる．しかし，その反面
で，ボランティアが，専門的知識の裏づけのな
いまま恣意的な対応をする恐れが存在するので
ある（[S-e], s. 28–30）．
そこで，双方のメリットを活かし，デメリッ

トを補いあうような混合的なシステム（blan-
dade system）が望ましいこととなる．57）　その
代表例が，イエヴレ（Gävle）である．イエヴレ
では，1891年に制度改革が行われた．一つは，
市を 15の地区（krets）に区分し，それぞれに
責任者（kretsföreståndare）を配置し，その指
揮の下に平均 8名のボランティアが活動する
体制を構築した．他方で，有給の職員が運営す
る救貧事務所（fattigvårdsbyrå）を開設した．
この救貧事務所は，市の救貧財政を一括して管
理する役割をもつ他，各地区で決定される救済
の内容をチェックし公正なものにする任務を
負った．それのみならず，後述する扶助籍権
（hemortsrätt）の問題を扱うなど救貧負担をめ
ぐって他の地方自治体との折衝に当たる他，民
間慈善団体との協力の窓口となった．救済の基
本方針は，各地区の責任者およびボランティア
が貧民の下に赴き，調査した結果に，救貧事務
所が扶助籍権や民間慈善団体から得た情報など
を加え，各地区の委員会によって決定される
が，救済はさらに救貧事務所が財政的観点や他
の地域の救済とのバランスからチェックする手
続きを経てはじめて実施されることとなる．改
革以前にもボランティアは存在したが，その役
割は調査に関わるのみであった．しかも，圧倒
的に数が少なく，市域が地区に区分されていな
かったため，調査は十分なものとはいえなかっ
た．この改革により，ボランティアは，調査を
行うほか，地区の委員会で救済の決定にも参加
し，なお，現金や現物の給付がどのように使用
されているのか，貧民の生活を監督する役割を
負うこととなった（[S-e], s. 31–32）．
かくしてイエヴレでは，貧民の状況を十分調

査した上で，その個別的な状況に合わせて救済

を行い，その後も貧民の日常生活のコントロー
ルを通じて自立化を導くというボランティア・
システムと，専門知識に基づき，相互に矛盾な
く公正な救済を実施しうるという職員システム
の双方の利点を取り入れた体制が目指された．
しかし，確かに救貧受給者が，他の都市の状況
と比較して顕著に減少していたことは，このシ
ステムの成果であると考えられた．だが，実際
には，導入後，様々な問題が表面化していた．
例えば，ボランティアとして適当な人材を相当
数確保することは困難であった．また，良い人
材を得ても，他に職をもつ者が多数であるの
で，救貧の活動を行う時間を確保することは難
しかったし，ボランティア間で作業を協力して
進めていくことにも困難がつきまとった．他方
では，救貧委員会が地区の間で救済を調整し，
公正な救済を実現しようとしても，地区の側や
貧民においては救済に対する不満が溜まりがち
であった（[S-e], s.34–35）．
救貧問題調査委員会のアンケート調査によれ

ば，状況がわかる 90都市において，改革が全
く進んでいないところが 23，職員システムが
導入された都市が 8，その方向で改革が進んで
いるのが 8，ボランテイア・システムが導入さ
れた都市が 8，その方向で改革が進んでいるの
が 36，混合型が 4，その方向で改革が進んで
いるのが 8都市あった．このように改革は進
展しつつあったが，調査委員会は，個別化・専
門化の実現という観点からいって，混合システ
ムをその望ましい方向性だと考えていた．しか
し，イエヴレの例に見るように，現実化するに
あたって問題がないわけではないことも確かで
あった．また，もとより一挙に大規模な組織改
革を実現できるわけではなかった．それゆえ，
地域の状況にそって改革を進めることととも
に，相互に経験を積み重ねつつ，救貧組織改革
の一層の展開を促進していくことが課題となっ
た（[S-t], s.11–12）．
以上が救済の諸形態を個別に見た場合の問題

点と改革の方向性であるが，『改革方針』の VII
では，何よりどのような救済を行うかは地方自
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治体に任されているのであるが，如何なる時に
3つの救済形態のうちどの形態で対応するのか
の明示的なルールがないことが問題にされてい
る．そこでの議論によれば，イギリスでは，詳
細な規定が存在し，中央機関が監督している．
しかし，スウェーデンの社会生活の特質として
地方自治体の自治権は尊重されるべきとされ
た．けれども，それへの配慮が救貧行政の恣意
的な運営につながり，様々な悪弊をもたらして
いた．それゆえにこそ「競売」や「たらい回し」
といった非人道的な救済の方法が未だに行われ
ているのである．
こうして『改革方針』では，各救貧行政単位

で明示的なルールが定められること，ただし，
そのルールは，後述する国家の全国の救貧行政
を統括する機関の承認を受けるべきことが要求
された．全国的なルールの具体案はなお詳細に
は提示されていない．預け入れに関すること
は，本節第 6項で児童福祉の問題に関連して
述べることとするが，在宅救済については，飲
酒や怠惰が原因である場合にはなされるべきで
はないことなどが主張されたことが指摘できる
（[S-t], s.88–89）．なお，国家の役割をめぐる議
論は次項で見ることとなるが，自治体での救貧
行政の運営をめぐる議論でも，全国の救貧行政
に統一性を持たせるという観点から，国家の役
割がクローズアップされてきたことが注目され
る．

（ii）救貧委員会
地域での救貧行政を担うのは，地方自治体の

救貧委員会であった．どの地域にあっても，救
済権がきちんと保障されるためには，救貧行政
組織がどこにでも整備されていることが前提と
なる．この地域の救貧行政組織のあり方につい
ては，パンフレットや救貧会議では独立した
テーマとしては取り上げられなかったが，『改
革方針』では，一つの章（VI）で扱われている．
そもそも 1871年の救貧法（§10, 1）によれば，
農村ではコミューン議会がそれに代替してもよ
いこととなっていた．実際に，後の救貧連盟の

調査でも，多くの農村では救貧委員会がなく，
議員が片手間に救貧の仕事を行っていた．58）　救
貧問題調査委員会は，農村でも必ず救貧委員会
を設立すべきであり，しかも委員と議員の兼職
は望ましくないという考え方を提示した．救貧
行政は専門化されるべきで，救貧の担当者も専
門的知識や能力を持つべきなのである．また，
救貧委員会の人数についても，現行法では農村
で最低 3名以上となっていた（§15, 1）が，最低
5－7名は必要であるとされた（[S-t], s.77–78）．
しかし，これは救貧委員会の組織としては最

低限の要求であったと思われる．例えば，『改
革方針』では，原則として救貧行政は，自治体
の領域を地区（distrikt）に区分して実施される
べ き だ と さ れ た（[S-t], s.89; SFFT 1907: 2, 
s.51）．これは，対象とする貧民の数を限定し
てより綿密に状況を把握し，その日常生活をコ
ントロールするためであり，ボランティア・シ
ステムの導入を前提としての議論であると考え
られる．
なお，救貧委員会のあり方をめぐって注目さ

れるのは，そこに必ず女性のメンバーを入れる
べきだとの要求である．1871年の救貧法には
規定がなかったが，89年の救貧法の一部修正
で，救貧委員会のメンバーに女性が選ばれうる
ことが明記された．59）　しかし，調査委員会のア
ンケートによれば，女性メンバーがいる救貧委
員会は回答のあった 1,623のうち 31で，わず
か全体の 2％に過ぎなかった．とはいえ，パウ
リが救貧活動に従事するスタッフについて述べ
たパンフレットで強調するように，女性は決し
て社会問題に無関心などではない．むしろ実際
には，慈善や救貧の現場をボランティアなどと
して支えているのは女性なのである．さらに女
性は，通常言われるように，感情に流されて，
眼前の貧困に対しやみくもに施しを与える存在
ではないことは，FVOなどの慈善団体での活
動でも窺い知ることができる．かえって女性だ
からこそ，貧民の反感を回避しつつ，その家庭
に入ってその状況を窺い知ることができる面も
存在するのである．女性の力は救貧行政にとっ
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てなくてはならぬものであった（[S-d], s.11–
13）．後に見るように，救貧問題調査委員会
は，児童福祉においても，地方自治体において
これを担当する行政機関にも女性の登用を義務
づけるべきだと主張した．子供の問題は，特に
女性の観点が必要とされると主張されたのであ
る（[S-t], s.125）．こうして救貧連盟において
は，救貧や児童福祉の領域において女性の力を
積極的に活用していくことが課題となってい
く．60）
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